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平成２９年８月 第１回新城市総合教育会議会議録 

 

１ 日 時 ８月３日（木） 午後１時３０分から午後３時２５分まで 

 

２ 場 所 新城市勤労青少年ホーム ２階 集会室 

 

３ 出席者 

穂積亮次市長 和田守功教育長 安形茂樹教育長職務代理 川口保子委員 瀧川紀幸委員 

花田香織委員 原田純一委員 夏目みゆき委員 

 

 

４ 同席した職員 

松本企画部長 請井教育部長 林教育総務課長 安藤学校教育課参事、櫻本生涯共育課長 

 

５ 書 記 

杉浦教育総務課副課長 

 

６ 議事日程 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 協議事項 

（１）小中学生の放課後の過ごし方について 

ア 放課後児童クラブの充実に向けて 

イ 中学校部活動対策について 

（２）不登校引きこもり対策について 

（３）英語教育の充実に向けて 

４ その他 

 

 

 

次回総合教育会議  平成２９年１１月２７日（月） 午後１時３０分 

 

 

閉  会 
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１ 開会 

○職務代理者 

皆様方、本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

定刻になりましたので、平成２９年度第１回新城市総合教育会議を開催させていただきます。 

新城市総合教育会議運営細則の第２条第２項に従いまして、教育長職務代理者が司会を行うことに

なっておりますので、私が会議の進行役を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、会議の開催に当たりまして、穂積市長より開会のあいさつをお願いします。 

 

２ あいさつ 

○市長 

それでは、皆様、こんにちは。座ったままで失礼いたします。市長でございます。 

本年度に入りまして、最初の総合教育会議、暑い中、また、お忙しい中をお集まりいただきありが

とうございます。また、今学校は夏休み期間に入っておりますけれども、あちこちで元気な子供の姿

が見えてうれしい限りでございます。 

先だって、今年度初めての試みでございますが、平和祈念式典を開催いたしました。皆様にも御協

力いただきました。特に、安形職務代理者にはすばらしい感動的な講演をいただいて、皆大きく戦争

への思いを、平和への思いを新たにしていただけたものと思います。本当に御苦労さまでした、あり

がとうございました。 

ただ、この平和祈念式典につきましては、今年度初めてということもありまして、諸方面の連絡調

整がまだ十分にできなかったこと、それから、小中学生の参加は少数にとどまりましたので、来年度

においてはもう少し早くから調整をしながら、各学校に協力を呼びかけていきたいと思います。安形

先生のお話も、また、広島からおいでになった講師の先生のお話も、子供たちにぜひ聞かせたい話で

もありましたので、またいろいろな機会に周知をしていきたいと思います。 

また、もう１点、この時期になりますと毎年いつも韓国派遣の壮行会をやっている時期でございま

すけれども、既に教育委員会で御協議し、結論を得たところでありますが、今年度は朝鮮半島情勢の

緊迫度から中止としたということでございます。ただ、韓国からの訪問団は受け入れる方向で今教育

委員会で調整をしておりますので、こうした時期であればこそ、大邱の皆さんを迎え入れて、長年の

交流がこれからも続くように処置をしていただければと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○職務代理者 

ありがとうございました。続きまして、教育委員会を代表いたしまして、教育長からあいさつをお

願いいたします。 

○教育長 

本年度の教育方針で、「共育で激変の時代を生き抜く」ということで、教育のあり方、教育への投資

が将来を方向づけ、学校を拠点とする共育により地域のみんなが活動できる場所や機会を得て、「地域

社会の活路を開くまちづくり」をと提案してきました。 

ことしの市内一斉「共育の日」には、新城市民の２割に当たる延べ９，３７９人の市民が学校に集

いました。作手小学校では、コミュニティ・スクールとしての活動が始まっております。間もなく、
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新学習指導要領が本格的に実施されますけれども、その前文で「よりよい学校教育を通して、よりよ

い社会をつくる」という理念を、学校と社会が共有することの重要性を述べています。そうしたこと

から、日本の教育のあり方も、かねて新城教育で提唱してきました共育の方向になってきています。 

といいましても、少子高齢化が加速度的に進む中で、新指導要領で目指すところの主体的・対話的

で深い学びが一人一人の子供にとって可能となる人的・物的教育環境をいかに担保するかが大きな課

題となります。また、子供たちにたくましく生きる力を培うための日々の生活環境をいかに適切なも

のにしていくかも大きな課題です。 

本日はこうした観点から、小中学生の放課後の過ごし方対策について、また、不登校・引きこもり

対策、英語教育の充実を話題にしまして、市長さんと教育委員が今日的教育課題を共有いたしまして、

明日の新城教育の充実を期していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○職務代理者 

ありがとうございました。それでは、早速議事に入りたいと思いますが、時間配分ですが、３時半

ぐらいをめどにということで、大体一つの議題で２０分から２５分ぐらいとれたらと思っています。

ただ、どれも大変難しいテーマでして、教育委員で事前に研修会を行いましたけれども、一つの議題

で１時間検討しても議論は尽きないという内容ばかりですので、その中で委員が一致したところを今

日は提案させていただき、そこを中心に協議していただくということでお願いしたいと思います。 

 

３ 協議事項 

○職務代理者 

それでは、協議事項の最初に小中学生の放課後の過ごし方について、提案させていただきます。 

最初のところは、私から提案させていただきます。１枚はねていただいて、アの放課後児童クラブ

の充実に向けてというところを見てください。 

最初のところは、読ませていただきます。 

新城市の子育て支援は、新城版こども園の実現で大きく前進し、保護者にとって働きやすい条件整

備ができつつあります。これは、８月１日の東愛知新聞記事に市民満足度調査で、子育てが８．６ポ

イント上がったという記述があり、その裏づけとなっています。 

一方、小学生の放課後子ども対策については、その需要に対策が後手に回っている状況で、何とか

待機児童を出さずにしのいでいるのが現状です。こども未来課が懸命に頑張っていただいている状況

がよくわかります。 

資料１ページ目に放課後児童クラブ利用児童数推移があります。少し説明させてください、実態が

よくわかりますので。 

この一番下の合計欄を見ていただきますと、平成２４年度から２９年まで示されています。２４年

度は２６３名が児童クラブを利用しています。それが、２５、２６、２７年度と増加し、２９年の右

端の７月２４日の時点では７９７名ということで、年々利用児童数が急速に増えていることがわかり

ます。児童数が減少している中、児童クラブを利用している子供たちが大変多いと。７９７名という

数字は、全児童数２，２５５名の３５％に当たります。 

とりわけ今の夏休みの長期休業中は、激増しています。例えば、千郷小学校のところで見ていただ

きますと、６教室に分かれていますが、千郷小図工室というところと夢広間というところが、夏休み
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に特設した児童クラブです。それぞれ、５７名と４１名で９８名増えています。他にも東郷西小が特

設しています。八名小は書いてありませんが通年３０名のところへ３８名が夏休みに増加したもので

すから、現在６８名という数字になっています。図工室では入りきれず、オープンスペースを使って

しのいでいるという状況です。 

このように、夏休みに児童クラブを利用している子供たちが非常に増加しているという実態があり

ます。これは小規模校でも同様でもっと割合が高い学校も多く、全市的に児童クラブを利用する子供

たちの割合が増えているという実態があります。夏休みの児童クラブは朝８時から１８時までで、子

どもたちは１０時間を児童クラブで過ごすということになりますので、そのことを念頭においていた

だき提案に入りたいと思います。 

もとに戻っていただいて、そこでというところからいきたいと思います。 

そこで、新城版放課後子ども対策となる「共育クラブ」、これは仮称ですが、の実現を提案します。

共育クラブは、児童クラブと子供教室を融合した文科省が推奨する「放課後子ども総合プラン」に近

いもので、小学校区ごとに地域が主体となって学校、家庭と連携し、企画運営することをめざします。

そのためには、教育委員会とこども未来課が連携して必要経費、施設、安全、指導者確保等の環境整

備を進める必要があります。 

最初に、まず「共育クラブ」のねらいですが、現在の児童クラブの教育力を高め、子供の成長を支

援する。現在、ほとんど見守りが中心だと思いますが、その児童クラブで教育力を高めることをねら

います。もう一つ、地域住民が学校に集い、子供と共に成長する共育の具現化を図る。地域住民を学

校に呼び込みたい。それによって、質の高い児童クラブにしていきたいという願いがあります。それ

が、共育の本来のあるべき姿ではないかということです。 

その方策としまして、児童クラブに教員ＯＢの主任指導員を配置します。主任指導員は、地域コー

ディネーターとして企画、運営の中心となっていただきます。学校から地域に呼びかけているだけで

はなかなか人は集まらないと思いますので、それを計画的に企画し、運営していくという役割を地域

コーディネーターに担っていただいて、この共育クラブの運営に当たっていただくわけです。 

その立場としては、嘱託非常勤で採用できるのが一番ふさわしいのではないかなと考えます。予算

措置が必要になります。 

２番目の共育クラブ活動例です。これは非常に難しいのですが、新城市は広域で、小学生の人数、

学区の広さ、交通の利便性等の格差が非常に大きいです。地域の実情に合った共育クラブの企画、運

営をする必要があります。大規模校と小規模校の人数でも、本当に大きな差がありますが、まず大規

模校の場合で考えます。平日は児童クラブ型の居場所づくりを中心とした活動、そこに地域住民も入

って一緒に遊んでもらったり、趣味を生かした活動をしてもらったり、子供たちと触れ合っていただ

く。土日は、文科省の放課後子ども教室のような形で、児童クラブとの違いは、誰でも加入できると

いうことです。土日、長期休業日については希望者を募って、材料費や講師料を自己負担でいろんな

活動をしていただくという形が考えられます。 

小規模校の場合には、平日、土日、長期休業日、ともに全児童を対象にできるので、活動を自由に

企画できるのでないかということです。共育クラブとしては、就労の有無にかかわらず、学年の条件

もなしで、誰でも参加できるようなクラブにできたらということです。それを、地域コーディネータ

ーが中心となって企画し、地域住民がそこにどんどん入り込んでいろんな活動ができる。 
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しかも、けいこ塾や習いごと、地域や小学校によっては塾へ通いたくても交通が不便で通えないと

いう実態もありますので、この共育クラブの中でけいこ塾や習いごとも子供たちの実態や保護者の要

望に応じて実施できたらなということです。もちろん、それは材料費、講師料等は自己負担でやって

いただくということになりますが。こういう児童クラブを共育クラブとして実施できるようにしたら

どうだろうか、ということであります。 

地域差が必ずできますので、情報交換のために共育クラブ連絡会議を設置して、情報交換ができる

場をつくることも必要かと思われます。 

これは、市が掲げる子育てを地域社会全体で支えるまちづくりにとっても有効な推進策になるので

はないかなと考えます。以上提案させていただきますが、皆様方の御意見をいただけたらと思います。 

では、よろしくお願いします。 

○教育委員 

私、よろしいですか。 

こういった事業を実は鳳来寺小のぶっぽ～荘、あちらの学童保育というか児童クラブが先進的にや

っています。市内では、非常に先進的な取り組みなので、私たちはそこから勉強することもたくさん

あるんですけど、一方、とにかくやってみようと始めたことなので、ここはこういうふうに直すとも

っとみんなが気持ちよく、そこでそれぞれの役割を果たせるであったり、こういうことが変わるとも

っとフレキシブルにいろんなこともあわせていけるよねというようなところが見られます。非常にい

い取り組みなので、ああいう取り組みを支えていけるような形が必要なんじゃないかなと。 

委員さんからも、大規模校と小規模校という形で書いてありますが、地域の実情に合った共育クラ

ブをということなので、ぜひあそこの自分たちでやっていこうというような姿勢みたいなものを尊重

しながら、そこがまず意思決定をしていき、そこを市であったりとか、教育委員会であったりという

ところが支えていけるといいなと考えて、今回の提案をさせていただきました。 

共育コーディネーターというのは、まさしくこういう人がいると、いろんなところの連絡調整がう

まくいくであったりとか、専門的な情報もたくさん仕入れていただいて、市との調整もできて、地元

の人たちの話もできてというような接点をつくる役割というのがどうしても必要になってきます。自

分たちで一生懸命やっていることはすごく大事なんですけども、やっぱりそこで自分たちでできるこ

とだけでなく、ほんとはこういう制度もあるのにと私からすると見えてしまうところもたくさんある

ので、こういうコーディネーターの方が入っていただいて、親御さんもいらして、もちろん学校とも

当然つながりがなければいけないものですから、そういうところともつながって、それで子供たちの

ために何ができるのかな、どういう方法があるかなっていうことを中心になって担ってくださるよう

な、そういう体制が必要かと思いまして、共育コーディネーターの設置ということを今回は強くお願

いしたいと思う次第です。 

○職務代理者 

ありがとうございます。他の方は、いかがですか。 

共育コーディネーター、地域コーディネーターという役割を果たせる方は、どなたでもというわけ

にはいきませんし、なかなか難しいかなとは思います。しかし、今の鳳来寺のぶっぽ～荘でいうと、

夏休み期間中だけ児童クラブになっているんですね。ところが実際には夏休み中に、教員のＯＢの方

たちが自主的に何人か集まって、児童クラブの中で子供たちを指導してくださっているという話を聞
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きました。夏休みの課題とか、勉強のわからないところを教えていただいているということです。 

ですから、教員ＯＢをはじめ指導ができる人が入ってもらうということがとても大きな意味がある

ということを思います。しかも、指導者が地域の方々ですので、いろんな呼びかけもしやすいという

利点もあります。主任指導員を地域コーディネーターとして置くことで、地域を巻き込んだ活動にで

きるようになると思われますけどね。 

○教育長 

子供たちの放課後の過ごし方というのは、すごく将来の子供の人生にかかわってくると思いますね。

昔は、家へ帰ったら野山で遊ぶという形で、群れて遊ぶ中でたくましく育っていったんだけれども、

今は一つの狭い部屋の空間であったり、運動場で多少遊んだりという形で、子供らしさを十二分に発

揮するという環境ではないと思います。 

先ほど、職務代理から３５％という話があったんだけれども、現実この人員の主をなすのは１年生

から３年生だと思います。１年生から３年生の人員は全部で１，０４８名になるので、７９７を１，

０４８で割ると７６％になるわけです。つまり、下学年の大半がこの児童クラブで過ごしているとい

う現実があります。これは夏休みもそうなんですよね。下学年の子供たちは、朝お母さんが弁当をつ

くって、学校の児童クラブへ送り出して、それで学校児童クラブで過ごして、夕方親が迎えに行って

家に帰ってくるという現状ですから、やっぱりここでもっともっと子供たちにスポーツや勉強や、あ

るいはさまざまな遊びを意図的にさせるという、もちろん自由な中で意図的にさせるような働きかけ

をしないと、将来心配だなという懸念を抱くんですよね。 

○市長 

ちょっと私のほうからいいですか。 

○職務代理者 

お願いします。 

○市長 

実はこれ、担当課のこども未来課ともこの問題をつい最近議論、検討したことがありまして、一つ

は、今教育長が言われたとおり、７９７名、全体で３５％ということはほぼ全員が行っているという、

皮膚感覚としてはそういう感じだと思うんですよね。それで、平成２４年、２５年くらいにニーズ調

査をしていて、利用者が大体どういうふうに推移するのかという予測値を出しているんですが、平成

２７年の時点から予測値では平成２８年、２９年と減っていくだろうという予測値が出ています。そ

の予測値というのは、単なる漠然とした話ではなくて、全親御さんにアンケート調査をして通わせる

かどうかを訪ねた上で経年変化を加えて予測をしている、いわゆる需要調査なんですね。 

需要調査をした結果、平成２７年以降徐々に減っていくという予測値だったんですが、実態は逆に

なっている。では、その実態が逆になっている背景とは何かと。その背景にあるものをしっかりと把

握をする必要があるのではないかということを私自身は強く思うんですね。それで、数がふえている

から対応しなければいけない、もちろんそうなんですけども、それが一体なぜそういうふうにふえて

いるのか、そして、今後のニーズ、需要がどこにあるのか、さらに満足度がどの程度なのか、この辺

について教育委員会としてお考えがあればお聞かせ願いたいし、事務局等で把握をしていれば聞かせ

てもらいたいと思うんですね。 

東三河で同様にやっているところでも、やはり同じくどんどんふえていく傾向があって、一部の市
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では定員をも上回っているので、定員以上になった場合には、扉を閉めて、いわゆる放課後の待機児

童が生まれるということもやむなしという検討をし始めている市町もあるという話です。当面、予算

措置等が伴うのでどうしますか、どう判断をするかというのが上がってきたものですから、私どもは

扉を閉ざすことはしない。それで、需要に応えると。ただ、一方でその背景となるものをしっかりと

分析をし、何が求められるかをしっかりしてほしいと。かつ、全員に近い子が行っている状態を考え

ると、これは地域社会にとって非常に大きな役割といいますか、機能をもっているものであるから、

それを単に放課後対策にとどまらず、もう少し広いところから位置づけて有効な対策を講じていこう

と、今そこまでは一応整理をしております。 

○職務代理者 

ニーズについての具体的な数値とかは持っていないんですが、例えば先ほどの数字で見てみますと、

小規模校の黄柳川小学校が通常８名のところに夏休み期間中は３１名に増えている。庭野小も２倍に

増えている。舟着小も結構増えている、中部小も１６名のところ３８名に増えています。３世代家族

が多いと考えられる学区でも夏休み中は増えるということは、恐らく子供たちにとって、地域に遊び

場や集える場所がないとか、近所に友達がいないとかのいろんな事情があって、児童クラブに行くと

友達と出会える、遊びも一緒にできる、勉強も一緒にできる、そういったコミュニケーションの場と

して子供たちや保護者も求めているのかなということは予想はできますが。 

○市長 

どうなんですかね、そういう要因はあると思います。例えば、作手だと放課後児童クラブを始めた

のも、平成２５年の数値が出ていますけども、多分この直前ぐらいですよね。それまでは、ニーズ調

査をしてもほとんどなかったので、開いてなかったんですよ。最初が開成小だったかな。 

○教育委員 

そうですね。 

○市長 

ですよね。開成小学区で始めたんだけども、私も記憶しているんだけども、そのときに開成小で初

めてニーズが出てきた。まだ統合する前でしたからほかの小学校ではニーズ調査をしてもいなかった。

それが、今では２２名になっていますよね。作手全体の規模からみれば非常に大きな数字だと思うん

です。 

その増大の要因は、一つはいろいろ環境を整えたとこともありますし、それから認知されてきたこ

とや子供たちが一緒に遊びたいから、当然そういう場があれば行きたいという子も出るし、親も便利

だしという面もあると思うんですが。現実にどうなのでしょうかね。 

○教育委員 

作手の場合でいいですか。 

作手の場合は、やはり統合がかかわっておって、前の４小学校の場合は開成小だけだったんですけ

ども、それが南校舎、北校舎になって、旧菅守小と旧開成小は北校舎で、そこにあるものですから、

そこら辺の子供が行っていた。それで、旧巴小の南校舎のほうは、学校で自由に遊ばせていたんです

よね、そこの違いがある。ただ、南校舎のほうはほとんど行きませんでした。ところが、この２９年、

今年度からは、１校になったということで、じゃあそういうシステムがあるならそれを利用しようか

ということになった。そういうこともありますね。 
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あと、先ほどの２７年から各学校でかなりふえていますよね。多分、ここのところで、こども未来

課の方がいるとはっきりわかるんですけど、今まで、私が校長のころは１年生から３年生までだった

のが、多分ここで枠がとれて、６年生まで条件に合えばいいということになったと思うんですよね。

そこで一気にふえたのでは。 

○市長 

なるほど。 

○職務代理者 

先ほど市長さんがおっしゃられたその背景にあるものというのは、はっきり言えるところがなくて

申しわけないですけれども、良さが認知されたということと、それから、施設もすごく充実して、市

で設備を整えていただいたということが大きいと思います。そういったところが保護者に認知されて

きているということが大きなことですかね。 

○教育委員 

安心感がありますよね、保護者にとってもね。 

○職務代理者 

そうですね、はい。 

○教育委員 

子供たち同士で遊んでいると、やっぱりどこで何をしてるかわからないし、それで事故が起こるか

もわからないけど、一応指導員の方の監視下に置かれて、そこで面倒見てくださるというそういう安

心感もある。 

それから、作手のような広域から子供たちが通ってくる場合に、家に帰っても友達がいないんです。

それがすごく大きいですよね。家へ帰ってしまえば、ゲームをやっているだけになっちゃうじゃない

ですか。だから、この児童クラブで先ほどもお話があったように群れ遊びができる、友達関係を築く

ことができるという点は非常に大きいかなということを思いますね。 

○職務代理者 

今度、千郷小に新しい施設ができますよね。１６０人定員だそうですので、明らかにこれはキャパ

シティーとして足りないということになろうと思いますが、そうすると従来使っている教室を使わざ

るを得ないのかなと思います。児童数の減少という予測のもとでこの１６０人という数字になったと、

こども未来課ので聞きましたが、保護者の就労と安心感が広がれば、需要はますます増えていく可能

性もありますね。 

いずれにしても、子供たちはそこで長い時間過ごすわけです。見守りだけでも確かに重要なことで

すが、そこに指導性を加えていくためには、やはりコーディネーターがどうしても必要になってくる

と思います。教員ＯＢ、これは学校教育課の力も借りる必要があろうと思いますが、教育関係にかか

わった方々のノウハウを生かしていただくようにして、少しでも付加価値の高い放課後子ども教室に

できたらと思いますので、御配慮いただきたいということです。 

何かほかに。 

○教育委員 

私は、自分の孫がおるのでちょっとだけその実情をお話ししたいと思うんですけど。この例でいう

と、通年ではなくて長期ということですから、夏休みの間だけ児童クラブへ行っている２年生の孫が
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おるんですけど、ふだんはやっぱり４時半ぐらいに帰ってきて、それで祖母が、私の家内がおるので、

それで子供の面倒を見ることができる。両親は共働きですから、一応学校から家へ帰ってきて、後は

祖母が面倒見ることができる。 

しかし、長期休業というと朝の８時から夕方６時まで、一人で、私がおるときには私が見るんです

けど、ずっと見るのはとても大変なので、それでこの児童クラブがあると非常にありがたい。 

現実には大体午前中はＢ＆Ｇのプールへ行って泳いで、帰ってきてお昼を食べて、それで宿題をや

って、あと体育館か何かで遊ぶというね、そういうパターンですけどもね。指導員の方、それなりに

一生懸命やっとってくださるわけですが、やはりここに先ほど提案があったように、教育的配慮があ

ると、この長い１日、そして長期に、より効果が上がるかなということ。今どちらかというと見守り

が中心なもんですから、教育的配慮があるかないかということは非常に大きいかなということは感じ

ますね。 

○教育長 

ただ、その際位置づけをどうするかということをはっきりしないと、なかなか難しいと思いますよ

ね。今は完全に放課後児童クラブという形なんだけれども、今のようにコーディネーターつけるとす

るならば、やっぱり放課後子ども総合プランという形の中で動くということにすれば、コーディネー

ターも動きやすいし、支援員もそういうものだという形で動けると思いますので、位置づけをきちっ

と決めてからやる必要があると思います。 

○職務代理者 

こども未来課でも、将来的には地域で運営していただけるような、そんな形にもっていきたいとい

うことは言われています。そうすると学校でいうコミュニティ・スクールのような、ああいった地域

協議会、共育協議会なのかな、そういう形でこの放課後子ども教室も運営できるようになるのが理想

かなと思いますので、第一歩となるその手だてを推進するためにも、コーディネーターを配置できる

ようにするのが必要かなと思います。よろしくお願いしたいということで、次の議題にいってもよろ

しいでしょうかね。 

それでは、２番目の議題に入りたいと思います。 

中学校部活動対策について、お願いします。 

○教育委員 

よろしくお願いします。中学校の部活動に関しては、何回かこの総合教育会議でも話をしてきたと

思うんですけれども、ちょっとそれ以後一つ進めないといけないところまで来ているなと思いまして、

現状と分析、今までの経緯を簡単にまとめて、次どこに行きたいかということをお話ししたいと思い

ます。 

２年間、部活動の検討会議をいたしました。でも、やはり問題がいろんなところに絡み過ぎて、結

論出なかったんですけども、その後１年間、校長会で、まず朝練を中止するですとか、二人顧問制を

とるとか、あと統廃合の基準がありましたかね、そういうことで一定の大きな枠を決めてくださいま

した。それで今一段落しているような状況ですけれども、やはり今後の子供たちの人数を見ていくと、

このままいって続けていけるようなものじゃないということがわかってきました。 

資料の２ページをごらんいただければと思います。 

これが、２０１７年から２０２９年までの中学校の生徒の数になります。一番下の表に具体的な数



10 

字が入っていまして、その年の入学者、だから１年生が何人いるか、全体数というのがその学校の全

校生徒数です。その下にあるのが、学級数です。その学校にどれだけのクラスがあるか。 

まず、１学年に何人いるかということで、大体部活の構成というものが見えてくると思いますし、

全体数というのもまた同様の指標になります。学級数というのは、やっぱりこれで先生の数が変わっ

ていきますので、顧問をやっていただける先生がどれぐらい変わっていくのか。例えば、新城中学校

だったら、７クラスありますが２０２９年は６クラスになりますとか、鳳来中学ですと７クラスのと

ころが５クラスになりますとか、そういうふうな変化が見られます。これを折れ線グラフにしたもの

が、上の二つです。上のほうは見ていただいたとおり各学校の人数がどういうふうに移り変わってい

くか、その下は市内の中学生の全体ですね、６中学を全部合わせた人数ということになります。見て

いただいてわかりますように、２０１７年の全部の中学校の生徒数というのが１，２０３人であるの

に対して、２０２９年には８６１人になるということが見えてきます。 

隣の３ページを見ていただきますと、今市内にどれぐらいの部活動があるのかということを書かせ

ていただきました。例えば、新城中学校は何部と何部と何部があってという形で、全体でいいますと

今８１の部活動がありますが、当然生徒が減っていったら、それに比例するかどうかはともかくとし

て、減っていく。それから、担任の先生の数が減ってくれば、それだけの部活を見る指導者がいなく

なるという形になってまいります。 

○市長 

済みません、このひし形は何ですか。 

○教育委員 

申しわけありません。ひし形は男子部です。数を勘定するのに区別しました。ひし形は男子の部活

動で、丸が女子の部活動でして、合同のほうは丸になっています。 

それで、もとのこちらの資料に戻っていただければと思います。 

こちらなんですけども、今、部活動の環境でどんな変化があるのかということを、一番左のＡＢＣ

に分けさせていただきました。まず、先生方の多忙化がずっと言われております。教育現場に対する

要望が非常に多様化、多角化、高度化しているとも言えると思います。それらに対応していかなくて

はいけない、先生方のスキルも上げていかなければいけないですし、業務もふえてくる。そして、指

導要領が変化しているということがあります。特に、英語の話ですとか、プログラミングの話ですと

かもふえてきまして、これらにも先生方は対応しなくてはいけない。 

そうするとどうなるか。先生方でも心を病む方も決して少なくないと言われています。精神面でも、

肉体面でも、健康の面でのことがすごく多かったり、ワークライフバランスが破綻してしまって家庭

に大変な負担をかけている。それから授業研究ですとか、子供と向き合う時間というのを削って、そ

れらの新しいことに対応していかなければいけないということになります。 

私たちは、先生方の労働時間を適正化しなければいけないし、本来業務にしっかり当たっていただ

けるような環境を整備しなくてはいけないということになります。 

その次のＢです。部活動には、競技種目の専門性というのもやはりあると思います。国語の指導を

国語の先生が、美術の指導を美術の先生がやられるように、部活動も同様です。子供たちは物すごく

長い時間を、１年生、２年生、３年生の途中まで、大変な時間を費やすわけですよね。これを有効に

使ってあげられるようにするのは非常に大切なことです。それからもう一つ、先生方も未経験の競技
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をやらなければいけないということが多々あります。これは、今までももちろんあったことなんです

けれども、先生の数が減ってしまうと、そこを調整することがますます難しくなります。 

当然のことながら、数学とか国語とか英語とかというところがまず優先的に分配されることになり

ますので、部活動の専門性の優先順位を高くして人事配置するということは、現実には不可能に近い

ような状況にあります。この辺のところ、競技未経験者による指導というのは、子供にとっても教師

にとっても大変なことですので、そのあたりの先生の負担を軽くする、それから、子供たちにもより

モチベーションアップできるような指導環境を整えてあげれたらいいかなと思います。 

それからＣです。少子化による組織編成の困難について、先ほどデータで見ていただいたとおりな

んですけども、結局、もうチームを編成できない、今の数の部活動を維持できないのです。例えば、

１００人のところに１０のクラブがあったら、とても運営ができないという状況になる。それから、

先ほど申し上げましたけども、顧問の先生も減っておりますので、見てくださる指導者もそれだけ確

保ができないということになります。 

つまり、２０２９年の生徒数は８６１名と言いましたけども、大体、新城市内の中学生が８６０人

になったときに、部活、課外活動が可能な組織・体制をつくらなければいけないことになります。 

それから、先ほど子供たちのモチベーションと言いましたけども、やりたいことをやらせてあげた

いというか、自分はこれがやりたい、自主性をもってやっていきたいということを考えますと、子供

と競技、スポーツだけではないですけども、きちんとマッチングができるようにしていくことが、今

後難しくなっていくという状況を何とか食いとめたいなと思います。 

一番下はひとまず置かせていただいて、ここまでの整理をしたいと思いますが、中学生の課外活動

はどうあるべきかということを整理しました。意義としては、まず自ら目的意識をもって取り組むこ

と、個性を尊重し多様性のある人材育成に寄与すること、それから、ソーシャルスキルとして人と関

わる力を身につけること、こういうことが課外活動に期待できるのではないかと思います。 

つまり、自主性を育んで、それから、スポーツ・文化・社会活動など興味関心にマッチした選択肢

を用意すること、それから、地域社会の教育力、共育力を十分に活用していくこと、それらを考えな

がら、どんなシステム、機能を盛り込んだ設計が必要になるかと考えると、まず先ほどの３つの意義

をちきちんと実現できること、それから、部活動が抱える問題点、左の表に整理させていただいたこ

とが解決できること、それから、保障されるべき子供の学びや機会とかを整理してこれを守るという

こと。 

少しわかりにくい書き方かと思いますが、今まで部活だと無料に非常に近い、道具等の負担はもち

ろんあるんですけれども、非常に安価に子供たちは課外活動という自分で目標をもってやるようなこ

とを選んで実施するという機会に恵まれてきたんですけれども、これが急になくなってしまったとい

うことになると、正直、お金持ちの子供はいいんです。お金を払っていろんなところで指導を受ける

ことができるかと思うんですけれども、そうではなくて、やはり経済的に余り恵まれないとか親御さ

んに送り迎えをしてもらえないとか、そういう子供たちがその機会を全く失ってしまうわけですよね。

ですので、そのあたりをゼロにしていいのかということとか、どの程度必要なのかということ、それ

から、ほんとに必要なものとそうではなくてもいいものというのをやはり整理して、それをきちんと

担保することができるかということ。 

それから、最後ですけども、これは若者議会でもいってらっしゃるかと思うんですけれども、新城
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の子育て・教育ブランドによる成長戦略というのを折り込めたらいいかなと思ってます。 

それで、これらを整理して一番右側の対応を考えてみました。一つは、まず外部コーチの活用です。

やっぱり競技の専門性をもった人に指導していただけるような形が必要かなと思います。委嘱枠の拡

大や権限の拡大とか、いろんな考え方があるかと思うんですけれども、人材確保の活用システムをつ

くっていき、外部コーチへの報償費をきちんと確保してお願いしますと。責任をもって指導していた

だけるというその安心感と、それから引き受けてくださる方もいろんなものを犠牲にしてやってくだ

さることになると思いますので、それにふさわしい報酬、見返りを用意するべきかと思います。 

まずはここのところが解決する、外部コーチが入ってくると、今の先生方の危機的な労働環境が解

消されるので、まず第一にここをお願いしたいと思いました。 

その下です。外部組織とか機関の活用と書いてあります。これはどうしてかというと、先生の多忙

化が解消されれば部活動の問題が全て解消されるというわけではなく、先ほどから申し上げてますよ

うに、人数の問題が出てきています。少子化の問題については、外部コーチが入ってきてくださって

も、ちょっと解決できない。これをどういうふうに解決するかということで、やはり民間事業者とか

社会体育、小学生向けの組織なんですけれどもスポーツ少年団がありますよね。これの中学生コース

みたいなものを検討するなど、もう少し器を大きくして考えるような方法をその次の段階としてでき

ないかなと思います。 

具体的なことを今申し上げる段階ではないと思うんですけれども、２年間部活動の検討会議をやっ

てきたときに、進まなかった理由は、外部講師の報償費の予算がとれるのかと。どれぐらいお金が使

えるかわからないところでの話はなかなかしづらいという話がありました。そういう予算的な配慮を

していただけそうなのかどうなのかということをきちんと踏まえた上で、ここから先の議論が必要な

のかなと思っています。 

それによって今から少しずつでも準備していけたらいいなと思うのは、そういう子供を受け入れて

くれるような機関、組織をつくっていく、育成する、調整するということが、急にはできませんので

少しずつできたらいいかなと思っています。 

一番下の学習指導のところに行かせていただきたいと思います。これは、部活動ではないんですけ

れども、放課後、学校の授業が終わった後の時間をどうするか、特に、中学校３年生はそうかなと思

いますが、教育費が非常に家計の負担になっております。やはり教育費の負担というのは少子化の一

因になっているところがあるかなと思います。私も３人目を産むほどの経済力がとてもないので、い

ろんな事情もありますけども、子供を産む産まないということを考えるとき、そのあたりは非常に大

きな要因になってくるかと思います。 

それから、もう一つです。経済格差と学力格差というのが、調査によると結構相関性があることが

言われております。特に英語に関しましては、英会話とか英語の塾に行かずして英語を話せるように

なりましたという例を私はほとんど知らないです。つまり、英語の塾に行ける子は英語が使えるよう

になり、これだけ英語英語と言われているときに、学校に行っただけでは、残念ながら今の状況です

と英語ができるようにならないという話なんです。つまりそこが経済格差、学力格差という全く相関

性の高い状況で、放課後の時間をうまく活用することによって、塾に行かなくても、自分たちで勉強

ができるような環境をつくって、家庭環境や経済格差が学力格差につながらないような仕組みづくり、

それによってやはり貧困の連鎖を断っていくということが教育の大きな使命かなと思います。 
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それの対応をどう考えたかといいますと、やはり自主的な、とりあえずまず自主的な学びの時間、

空間、仲間ができるといいと思いました。教室開放でもいいと思いますし、図書館を開放したりとか、

公民館を開放したりということで、クールシェア、ウォームシェアという考え方もあって、エコにも

つながりますし、みんなで勉強しようよという雰囲気を持っているということは、自分の受験時代を

考えても非常に刺激になりますし、モチベーションアップにもつながります。ぜひ、学校の授業のほ

かの時間を中学生が有効に過ごすことができるように御支援いただければと思います。 

以上です。 

○職務代理者 

ありがとうございました。中学生の放課後対策という意味で、広範囲な話になっていますが、対応

のところが一番焦点になろうと思いますので、そこのところに絞って話をしていただけるといいかな

と思います。御意見がありましたら、お願いします。 

○教育長 

最初に確認しておきたいんだけれども、部活指導員について、これまでは外部指導者があっても大

会等は教師が引率しないとだめだということであったんだけれども、文科省で省令を改正しまして、

学校教育法の施行規則を一部改正して、外部指導者であっても指導とプラス引率もできるという形で

権限をきちっと明示してきました。ただ、高体連や中小体連等がそこはまだ変えていないところも

多々あるので、変えてくださいという指示をしているという段階ですので、今後そういう方向につい

てはしっかりと担保されてくるのではないかと思います。 

○教育委員 

部活動につきましては、恐らく１０年後は子供の数が少なくなっていて、合同部活になるだろうと

いうことを思っております。合同部活で一番大変なことは子供さんの移動をどうするかということで、

これは教育委員会でも何回も話し合いました。それで、１０年後に激変するということで、１０年間

かけて少しずつどうしたらいいかっていうことを考えていくということはまことに大事なことだと思

いますし、そうあってほしいと思います。 

あと、外部コーチの活用でございますが、これはもう先生方の働き方改革も絡めまして、今すぐに

やっていただけたらと思います。 

以上です。 

○職務代理者 

ありがとうございます。ほかの方、いかがですか。 

○教育長 

もう一つ内実を言いますと、この中学校の部活活動状況の表がありますよね。この中で二重丸が一

番多いのが剣道部で、剣道部は八名を除いて５中学校二重丸、男女部活がありますよということなん

ですけれども、剣道部は教員ＯＢはじめ、外部指導者が非常に多いわけです。何人かの方が、私のと

ころへ来まして、もう存続が危ういと、二重丸なんだけれども何とか５人で団体戦ができるんですけ

れども、実は女子は２人しかいないとか、男子は１人しかいないとかというような状況で、団体戦が

できない中学校が大半ですということで、もし団体戦等をやるならば、複数の学校が一緒になって組

んでやればできるという現況で、来年になるとこの二重丸が一つ丸になるというような状況も多分出

てくるんじゃないかということです。 
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他のチームプレイの部活においても、現実がそうです。 

○教育委員 

二重丸というのは、きょうの資料で男女ともにこの部活がありますよというのが二重丸です。 

○市長 

ああ、そういうことだね、はい。 

○職務代理者 

何にしても、現在の部活動を保持していくのは難しく、現状のままでは存続できない部活が増えて

いくということは間違いないことだと思います。 

時間も限られていますので、一番ポイントになる外部コーチの導入についてふれたいと思います。

外部コーチをどうするかということは大変大きな問題ですが、教員の多忙化解消という点からも手を

打つ必要があります。外部コーチの招聘は、教育委員会が主体になって登録を進め、報償費、交通費、

保険等々をきちっと管理して、各学校の要望に応じて派遣するという形が一番理想的だろうと思われ

ます。現在ボランティアでやられている方もお見えになりますので、学校推薦を重視する形になるの

かなと思いますが、学校によって要望の多少がありますので、あらかじめ調査をした上で対応するの

が一番ふさわしい形かなと考えられますが。 

ここまでで、市長さん、いかがでしょうか。 

○市長 

委員のおっしゃった合同部活というのは、学校同士が一緒に乗り合うということなんですよね。 

○教育委員 

そうです、はい。 

○市長 

それは、何かの検討の中に入っているんですか。 

○教育委員 

複数校で、例えば東郷中と新城中が合わさってやるという方法もありますし、市内全体で一つのチ

ームをつくるという方法もあるかと思います。いろんな方法、考え方があるということを話はしてま

すけれども、この方向でいきましょうという見通しは今の時点では立てている状況ではありません。 

○市長 

そういう場合、大会出場とかはどういう単位になるんですか。 

○教育長 

中小体連のルールでいうと２校まで。１校だけでは成立しないときにもう一つの学校と一緒になっ

ていいというのが愛知県のルールです。 

○市長 

あくまでも２校。 

○教育長 

はい。だから、それが３校にならないと成立しないという場合は、まだ愛知県ではだめです。でも、

他県においてはもうそれらを認めているところは多々あります。 

○教育委員 

そうすると、その年に人数が足りるのか足らないのかということで、年によって変わる可能性があ
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ります、部員の数変わるので。ことしはこことここが合同だけど、来年は合同ではできませんとか、

そういう可能性も出てきまして、もちろんそれに対応していく形で臨機応変にやっていくというのも

考え方の一つではありますけれども、課題としては多々あるかなと思います。 

○市長 

その今の委員のおっしゃった外部コーチの活用ということも、合同という道を選択するのかどうか

によって関係がありますよね。 

○職務代理者 

そうですね。現実的には、合同部活や拠点校方式の部活だとかいろいろあるようですが、新城で考

えた場合に、作手、鳳来、八名は合同部活だとか拠点校方式は、まず不可能ですよね、移動の問題が

ありますので。子供が自転車で、八名中から千郷中、あるいは新城中まで行くということになった場

合、安全面を考慮したらそれは難しいことになりますので、現実的にその拠点校方式、合同部活がで

できるのはごく近隣の、合同でする必要があまりない千郷中や新城中といった市部だけが対象になる

のかなと思います。 

○市長 

部活を学校教育の中でどう位置づけるかという問題と、地域にとって、あるいは社会にとって、あ

るいは親、家庭にとってそれをどう位置づけるかという点は、重なるところはあるけれども違うとこ

ろもありますよね。例えば、合同部活方式にして、第一級の指導者をそろえました。野球部でもいい

ですよ、水泳でも何でもいい。第一級の指導者をそろえ、別に一級の選手を育てるだけが目的じゃな

いけども、つまり指導力のある、定評のある人が指導者になった場合には、必ずそれは人気が出ます

よね。例えば、私のところによく全国大会の出場者が来るわけです。小学校や中学校で拳法やってい

るとかいろんな競技があります。そうすると、大体豊川、豊橋に通っているんですよ。親御さんが通

わせているわけです、学校の後で。ということは、そこに何らかの意義を見出して通わせているわけ

ですよね。もちろん市内でやっている場合もあります。 

だから、その移動の問題というのは、その移動のコストをかけるだけの価値を見出すかどうかの問

題であって、必ずしも不可能なことではないように思うんです。ただ、そうするとそれはもう学校教

育の範疇から離れますよね。 

○職務代理者 

今の社会体育的な受け皿という考え方でいけば、優秀な指導者を求めて遠くまで通うということは

あろうかと思います。しかし、ふだんの平日の練習を考えた場合、合同部活では交通手段がネックに

なるということなんですよね。 

土日を利用して、保護者に送迎を依頼して、その優秀な顧問のところへ通うという方法はあろうと

思いますが、通常の部活動ではなかなか難しいということですけどね。 

○市長 

ですから、逆に、学校教育の中に必ず附帯するものとしての部活動というもの。我々の頭はずっと

そうなんですよ、学校へ行けば部活動に入るものということで来てるんだけども。 

それで、学校の先生方もその中に教育的な意義を見出し、授業ではわからないこともその中で人間

性がわかったりするものだから、そういう効果を見出してこられたけれども、それがもう限界に来て

るから、外部コーチをっていうことになっているんですよね。その場合には、外部コーチはあくまで
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も学校教育の中の部活の補完的な役割として入ってこられる。 

でも、もし合同とかそういうことを大胆に進めるとしたら、それとは別途な形で体育スポーツ、芸

術でもいいですけども、どうせやるんだったら、ちゃんとした人を呼んできて、それなりの環境を整

えて、サッカーやりたいっていう子は、市内のある区域、ブロックをつくるのは当然だと思うんです

けども、そのブロックの中でみんながそこに通ってきて、サッカーでＪリーグを目指すぞというのが

あっていいと思うんですよ。 

○教育委員 

これでも、結局アスリートつくろうとしているわけでは、僕はないと思うんですね。 

部活動自体は、学習指導要領に載っているわけではないので、やめたといったらやめられるんです

よね。ですけど、この前の議題からすると、放課後部活クラブになるわけです。 

それで、今こういうニーズがある以上は、彼らのニーズを満たすためには、経過措置に近いかもし

れませんけど、こういうものが、その間は必要なのかなと。その間に、部活動って一体どういう位置

づけなんだっていう話を議論して、学校の教育の指導の中に入れるのか入れないのかという話は、お

のずとやらざるを得なくなるというふうに、僕個人としては考えています。 

○教育長 

現況の学校現場では、まだ合同部活とか、社会部活についてはいろいろ抵抗があると。少なくとも、

学校部活の中でやっていきたいという思いが強いんですけれども。ただ、そのままやっていくと、と

にかく部活の数がどんどんどんどん少なくなってしまって、子供たちの選択肢がなくなってしまうと。

果たしてそれでいいのかというところでの迷いがあるんですよね。 

○市長 

その先生方の学校現場の中の合同部活とか、社会部活というものに対する抵抗感は何なんですか。 

○教育長 

一番大きな理由は何だろう。少なくとも、やっぱり学校教育の教育的な意義というところが大きい

ですよね。それから、もう一つは、そういうところに広げたときに、そういった希望者が出ていって

しまったら、あと学校部活が成立するかどうかという一つの不安ですね。サッカーならサッカーやっ

たとしたら、男子がごそっとそっちへ行ってしまったら、野球をやりたくても、バレーをやりたくて

も、バスケをやりたくても子供がいないじゃないかという状況になってしまいはしないかという心配

もあるんですよね。 

○市長 

では、野球する子は野球する子でまた別のところつくればいいんですよね。 

○教育長 

そしたら、全部社会部活にしてしまうと。社会部活をもって新城市は部活として認めるということ

にすれば、もう子供たちの選択肢も広がって、希望するスポーツをどんどんやることができるという

ことになりますね。 

○市長 

それはいいんじゃないですか。 

○教育委員 

それは、私は反対です。根本的なことをいうと、学校教育から部活を切り離す、そうすれば、先ほ
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どの、中学校でも先生方がいろんなことをやらなければいけないけれども、部活を切り離した分だけ

授業に専念できると。だから、例えば、春は球技大会をやるから、クラスでみんなで運動やるとか、

夏は水泳大会に向けてやろうとか、部活以外の体育の延長でやっておいて、部活なしにしてしまうと。

それで、あとはそれぞれ家庭に帰って自由にやってくださいといった場合に、さっき委員から提案も

ありましたけど、今度は経済的な問題も出てきますよね。あそこへ通わせたいけどそういうことはで

きないだとか。 

それと、私はもっと教育的な配慮として、生活のリズムが崩れ次の日の授業中に寝ている子供がた

くさん出るということを現実に見ているので、そういうことには、どちらかというと賛成しません。

結局、子供は遅くまでやるんですよね。例えば、豊川とか豊橋まで行く、２時間なら２時間練習する、

疲れた体で帰ってくる。また、次の日、朝７時ぐらいに家を出て学校へ行く。そうすると、授業のと

きに、体力があって大丈夫だと、大人に近いような子供は多分乗り越えていけるけども、まだ中学校

１年生とか、体がどちらかというと弱いような子は、多分寝ちゃうと思います。うつらうつらしてい

る。そういうリズムは、中学生のリズムとしてふさわしくないというのが私の考え方です。そんなに

夜に活動するのは、絶対反対です。 

○教育委員 

よろしいですか。 

もともと、その話というのは、いろんな考えがあると。私も全然違うかもしれないんですけれど、

実際この部活動も授業後のことですので、家庭というものがあって、家庭での暮らし方の一つだと思

うんです。そうすると、そこで一番大事なことは何かと考えればいいことであって、部活動というの

をとても大事にしたいというところは、やっぱり仲間をつくったりとか、先生方とまた違う面でこの

学校生活というものを楽しむということがあるかと思うし、とても大切だと思います。 

だけれど、もう部活が成立しないからこの部活はできないというのは、この家庭環境、この地域環

境に育つ以上はそれは必然的にそうなっているなら仕方がないわけで、嫌だったら違うところに行け

ばいいということに究極はなるんだと思うんです。医療が足りないから医療のあるところへ行きまし

ょう、教育が足りないからあるところに行きましょうになってしまう。でも、それは現実的ではない

となれば、この地域で、今生きている以上、この現実を今作手地区がこういう現状であるのと同じよ

うに、新城地区だとか、千郷地区だとかでもそれぞれが、それぞれの学校でやれることを進めていく

のが一番いいのかなって思うんです。 

ですので、部活動を考えたとき、もちろん社会資源を使って今大会に出るという子たちは、それな

りにやれればいいし、やれない人もいるかもしれない。でも、それも置かれた環境であったりするの

で、それぞれの環境の中で検討できればいいのかなと思います。 

ですので、その学校自体がやれる部活を、やれるように進めていって、やれる先生方、やれる仲間

たちで、やれる体力づくりであったりすると思うんです。その期間というのは３年なんですよね。そ

の後からだって、どれだけだって体力つけようとか、このスポーツをやろうとしたってできると思う

んです。もちろん、アスリートをつくるんでしたら違いますが、そういう体力づくりとか、精神面を

鍛えるとかということはそこだけじゃなくてもできるものはいっぱいあると思うので、全体でこうい

うふうにしたいということを、教育委員会の進め方でないとここでは部活が成立しないからというよ

うに考えるのではなく、学校ごとのそれぞれのやり方というもので進んでいったらいいかなと、私は
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思っております。 

○市長 

それも一つの見識だね。 

○職務代理者 

こういうふうに、いろいろな考え方が出てきます。いくら議論してもなかなかまとまらないですし、

一致点を見出すことが難しい議題です。今のところは現在の状況を踏まえて、まだ大胆に方向を切り

替えるということはできない大きな問題だと思いますので、先ほどの経過措置ではありませんが、そ

のベストな方法ということで、その学校の実情に合わせて、外部コーチを要望し、必要なところは手

当するようにしていこうというのが、教育委員会として今すべき手だてではないかと落ちついたとこ

ろなんです。 

○市長 

そうすると、それを判断するのは校長ですか。 

○教育長 

各学校ですね。 

○職務代理者 

そうですね。 

○市長 

各学校、校長の判断で、じゃあ野球部はいなくなったから、外部コーチを呼ぼうとかそういう話で

すか。 

○教育長 

はい。 

○教育委員 

費用がかかるけど、それをどうするかという話ですよね。 

○教育長 

今無償ボランティアも結構たくさんあるものですから、各学校は申しわけないなあという思いを抱

きながらやっていますよね。 

それから、教育長の立場でいうと、働き方の問題について文科省や県から言ってくるわけですが、

いわゆる一月の在校時間を平成３０年の来年度、８０時間以上は中学校で２０％にせよという厳しい

目標がつくられているんですけれども、月８０時間は、土日に学校があると、部活云々であったりと

かですぐオーバーしてしまうんですよね。だから、そこら辺との兼ね合いも、今後しっかり考えてい

かなくてはいけないなということはありますよね。 

○職務代理者 

では、次の議題に移ってよろしいですか。 

それでは、議論が尽きませんが、次の（２）の不登校・引きこもり対策についてに移りたいと思い

ます。 

○教育委員 

不登校・引きこもり対策についてをごらんください。３枚とじになっております。よろしくお願い

いたします。 
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では、不登校・引きこもり対策についてでございます。不登校児童生徒並びに保護者、それから不

登校傾向にある子供たち、それから、新しい不登校の子供を出さないという気持ちを込めまして取り

上げさせていただきました。 

不登校児童生徒数でございます。縦軸が、全国人数、愛知県人数、新城市となっております。横軸

ですが、小学校不登校児童、中学校不登校児童、それから、高校不登校児童生徒数となっております。

全国の出現率でございますが、小学校０．４２％、中学校は２．８３％、愛知県は少し高くなりまし

て０．５３％、中学校は３．２６％となっております。新城市は年度がちょっと違いますけれども、

人数としてはごらんのとおりで、合計６５人となっております。出現率もごらんのとおりでございま

す。また、不登校傾向にある者でございますが、小中学校合わせて３３人というふうに出ております。

かなりの数字だと思います。 

それでは、２番目の愛知県不登校児童生徒に関わる調査結果、これは３枚目の資料をごらんくださ

い。 

これは、ちょっと古い資料になりますが、平成２６年度愛知県の不登校出現率の状況でございます。

１番一宮市から始まりましてずーっと下へ来ていただきますと、４６番が東三河豊橋市でございまし

て、５３番豊根村まで東三河となっております。５０番目に新城市が出ております。小学校の児童数

は２，３１９人のときでございます。中学生は１，３６６人のときでございます。そうしますと、出

現率、それから小学校出現率、中学校出現率が出ております。横にごらんいただければ、おわかりに

なると思います。 

これは、年度が古いということと、豊橋市さん独自でおつくりになったものでございますので、数

字の多少はあるかと思います。しばらく数字をごらんいただければと思います。 

○教育委員 

これ、高いというのは、１．８以上ですか。 

○教育委員 

その基準がよくわからないんですけれども、愛知県を見ますと高いが９ございますが、どういう基

準が高くなっているかということは、済みません、今初めて気がつきましたが、１．８以上ですかね。 

○教育委員 

○市長 

低いのは、１．０未満だね、きっと。 

あっ、でも１．０１があるか。 

○教育委員 

だいたい１.０くらいから下ということですね。 

○教育委員 

それでは、１枚目に戻っていただきまして、１枚目の３でございます。 

新城市の相談機関、適応指導教室の現状でございます。これは、２０１６年になります。新城市に

は、子どもサポート相談員が１名おりまして対応をしております。この子どもサポート相談員という

のは、お聞きしましたらアウトリーチ型の相談員だそうでございます。家庭を訪問して、家庭の雰囲

気を知る。それから、保護者との面談をする。本人と会えれば会うというような、出かけていくとい

うことが強みだそうです。 
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不登校人数、小学生・中学生合わせて６５名おるわけですが、そのうちカウンセリングを受けた者

は１９名しかおりません。それは２５％強しかありません。それから、下のほうへ行っていただきま

すと、相談形態がございまして、相談延べ回数、相談者来庁、電話、あるいは関係機関と訪問などが

ございまして、これを一人の子どもサポート相談員がやっているわけでございます。大変忙しいとい

うことがわかります。 

その次、下の段ですが、相談員が対応した中学３年生７名の卒業後の進路でございます。１８名中

学３年生がおりますので、そのうちの７名がクライアントであるということで、後の１１名について

は後ほど申し上げます。その中で、高校へ進学した者が６名、その他が１名、未相談者１１名につい

ては不明ということでございます。 

その次です。新城市の適応指導塾「あすなろ教室」でございますが、小学生・中学生合わせまして

１６名の子供さんが通っております。これは、２５％弱となります。やはり利用率が少ないと思いま

す。それで、この子供たちは必ず学校を介して入室することになっているそうです。 

２枚目をごらんください。 

以上の資料から見えることでございますが、新城市の不登校児童・生徒と相談機会の状況でござい

ますが、先ほども申し上げましたが、大変手薄で、一人一人に手を差し伸べることはなかなか難しい

状態でございます。一人の相談員では、出現率が高い割には相談員が不足しているということが、前

の資料でもおわかりになることと思います。 

それから、相談室や適応指導教室の利用者が少ない、４分の１しかいないということはなぜかとい

うことで、下の２の欄につながることを考えました。また、不登校傾向の子供が３３名とかなり多い

です。 

出現率の高い要因として考えられるものとして、相談員が不足しているため家庭への働きかけ、本

人への指導時間が十分確保できないのではないか。また、相談機会がないため引きこもってしまう。

これは上の１のところのポツの３番目の相談室や適応指導教室の利用が少ないという状況が出てまい

ります。それから、教職員の研修・育成機会の不足。初期の子ですとか、不登校傾向にある子どもに

早く気づく力、対処する力を研修によって培っていただけたらと思います。 

３番目として、改善・解決のための方策でございますが、子どもサポート相談員、先ほども申しま

したが、アウトリーチ型の相談員がやはりもっと必要かと思います。それから、臨床心理士、ソーシ

ャルワーカー、スクールカウンセラー等正規の相談員の増員をお願いしたいと思います。正規の相談

員ですと、新城のまちの子どもを何とかしたいと思う熱い気持ちが湧くのではないかということと、

私どもも気楽に相談ができるという利点がございます。 

それから、教職員の研修・育成のための研修機会の充実、これは子供の変化に早く気がつく、読み

取ることにつながるのではないかと思います。未然防止にももちろんつながってまいります。 

４番です、もし相談員が増員され、予算が増額をいただけましたなら、次のような利点が出るので

はないかと思います。 

初期対応が必要な児童生徒を見つけ出しやすくなる。それから、相談員増員により、より多くの児

童生徒や保護者の要望に応じられる。本人に対する直接支援と保護者への間接支援とを使い分けられ、

効果が上がる。これは、不登校の初期の子、あるいは不登校傾向にある子供さんに対しましては、保

護者への間接支援で随分改善される場合もあると伺っております。 
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それから、相談員と相談者のマッチングができ、効果が上がる。これは、黄柳野高校から教えてい

ただいたんですけれども、黄柳野高校には４人の臨床心理士がいるそうです。やはり、気性が合う、

合わないということがありまして、子供たちが４人の臨床心理士の中から自分に合う方を一人選ぶと

いうことで、随分効果が上がっていると伺いました。 

その次です。相談員同士で事例を話し合うことができ、より質の高いケアができる。今は個人より

チームの時代でございますし、１足す１は３にも４にもなると思います。 

その次です。新城市民病院精神科とも連携できれば、チームとして活動ができ、より高度な治療が

期待される。これは大変難しいことだと思いますが、考えるだけは考えてみました。 

以上でございます。 

不登校初期の子供、それからその傾向のある子供さんについてはもちろんですけれども、やはり未

然防止という意味でも、相談員の増員をお願いしたいと思います。 

それで、相談員がふえました場合の効果でございますが、それを調べてみましたら、特に中学校に

おいて顕著なことですが、スクールカウンセラー等が専門的に指導に当たったという場合、６０％の

子供たちに改善があったということです。それから、もう一つ、家庭への働きかけ、これもやはり７

割近い効果があったと出ております。 

以上が、上記児童生徒に係る調査結果からお願いしたいと思うことでございます。 

続きまして、３番の引きこもり対策について述べさせていただきます。 

義務教育終了後の不登校生徒さんは、中学校を卒業いたしますと引きこもりと変わりますが、相談

窓口がございません。新城市には、既に若者政策として、若者議会がございます。もう一つ、若者政

策として、若者自立センターがあればいいなと思っております。新城市第２次総合計画に加えてくだ

さるよう要望いたします。原田委員が、メンバーになっておられますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それで、２番目です。黄柳野高校との教員交流に向けてでございます。今、森友学園とか加計学園

が話題になっておりますが、学校新設がいかに大変かということが伝わってくるわけです。１９９５

年にできた黄柳野高校は、全寮制と先生方の熱意で学校運営をしておられます。せっかく新城にある

ので、高校と新城市立学校教員、保護者、双方とのメリットが得られる何らかの交流ができたらと思

っています。どのような交流ができるか、今後考えてまいりたいと思います。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○職務代理者 

ありがとうございました。不登校引きこもり対策について、説明を終わります。 

では、どなたからでも結構ですが、御意見等ありましたらお願いします。 

○教育長 

資料の１ページ目のところ、相談員が対応した３年生のところで、６名が高校進学し、その他１名

ということなんですけども、その下のところの未相談者１１名については不明ということなんですけ

ども、各中学校ではきちっと１名の漏れなく全員の進路把握をしておりますので、こういうことはな

いと思います。 

○教育委員 

はい、失礼しました。 
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○教育長 

１００％、きちっと把握しております。 

○職務代理者 

中学校で対応しているということですね。 

まず、子どもサポート相談員お一人の活動データがそこに掲載されていますが、いかに大変か。こ

れだけの人数をお一人で頑張って対応してみえるということですが、この数字からも、増員が必要だ

ということが分かると思います。５月の教育委員会会議で直接子どもサポート相談員の方から話を伺

い、大変な状況になっていることは共通理解できています。毎日の勤務でなくても、これだけの数字、

回数的にも大変さが伝わってくると思います。 

御意見はいかがですか。 

では、数字を改めて確認しますと、新城の場合は小中学校合わせて６５人の不登校児童生徒がいて、

なおかつ３０日以内欠席の不登校傾向にある子が３３人いるという現状であります。合わせて９８名

ですね。不登校の子を出さないための研修も必要になろうかと思いますが、現実に不登校になってい

る子供たちのための手だては急ぐ必要があり、その対策が求められているところです。 

○教育委員 

それでは、一つだけよろしいでしょうか。 

ここに書いてあることというのはとても大切なことですし、そのとおりだと思うところもたくさん

あるかと思うんですけれど、実際私が今必要だなと思うところは、相談員の人数を、ぜひふやしてほ

しいというのはもちろんのことなんですけれど、その前に、臨床心理士の方をぜひとも新城市で１人

必ずぐらいにお願いできたらなと思います。 

それはなぜかというと、今必要だなと思っているのは現場の先生方ではないかと思うんです。実際

に、その先生方が、どのように不登校になり始めたり、なっていってしまったかという子供さんにど

うかかわっていいのかというところを、具体的にどうしたらいいかということ。もちろん学校単位で

も、その対応の先生方も経験のある先生方もいろんな先生方が見えるので、いろんなスキルを合わせ

て一生懸命対応してみえるんだろうけど、この現実の数というのを見ると、その担任の先生がどれほ

どその子のために、骨を砕き、その子に寄り添っていけるか、精神的にその先生がどんな対応をして

いるんだろうか、こういうときにはこれでいいんだろうかということを相談をしたり、それのカウン

セリングを受けながらやっていくという専門的な話だったり、アドバイスをいただきながら、自分自

身も気持ちをちゃんとコンディションよく持ちながら対応できるような、そういう支援をしてもらえ

るところがあったらどれほどいいのかなと思います。 

そういう方がみえるということで、安心して、こういう子がいるけどこんな対応をしたらいいんだ

よと言ってもらえるというものがあればいいのかなと思います。ですので、今必要なものというのは、

小中学校の不登校については、先生方の支援を第一に上げてほしいなと思います。そのための臨床心

理士さん。 

その次には、やはりここで大きく感じられるのが、こども園がこれほど変わっていったというとこ

ろには、やはり研修のあり方等から保育士さん方の意識の改革っていうのがどれだけ大きかったかと

いうのを、どこへ行ってもそれは聞こえてくることですし、見られることだと思います。その意識が

というのが、先生方はとっても強いです。自分の担任の子供たちを大変一生懸命に見ているし、その
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学校の子供たちのことをとても大切に思っている。その思い方というものが、いかんせんどうしても

これだけの指導をとか、これだけのものをととても強いように感じるんです。 

それはとても大切なことだけれども、子供自身に寄り添っていくということを、先生方が、この子

どんなことが困っているんだろう、どんなふうにしたらというように、教えるんじゃなくて寄り添う

ことをもっともっと意識づけていただけたら、きっと子供たちへの対応の仕方ももっと楽になって、

もっとやれることがふえると思います。 

それが、今回の新城中学校での始業式前に先生方に行った研修会のことを松下先生から伺ったとき

に大きく感じられたんです。こういう生徒さんに対してはこんな支援をやっていくとできるんだよと

いうことを、専門の先生から伺うことができ、それで自分がこの子にはこうやって立ち向かっていっ

て、一緒に乗り越えていけるということを学んだと。そういう事例を通しての学びというものが、ど

れほど大切でどれほど必要とされているかということがわかった事例ではないかと思うんです。 

先生方は、とても熱心ですごく頑張るんだけれど、いかんせん助けてとか頼りにしたいとか、ちょ

っと困っているんだということを言いにくいところもあるんじゃないかと思うんです。でもそれ自身、

情けないことじゃなく、子供さんに対してはとても必要なことだったりするので、みんなでいろんな

人の助けを受けながら、支援をしていく、教育していくということがとても大切だなと思うので、学

校だけじゃなくて民間の力を借りた研修というものが次に必要になってくることではないかと思うと、

その機会とその予算が潤沢にあったら、どれほどいいかなと思います。 

以上です。 

○教育委員 

私も、今の委員の意見に賛成なんですけど、自分の経験からいっても一番困るのは、例えば、不登

校になった子がいて、毎日迎えにいくと。毎日迎えにいって、出てこられるようになるかなと思うと、

なかなか出てこられない場合もある。ある方は、毎日迎えにいくからいかんだとか、こういう場合は

ほかっておいてくださいよというふうに言われると一番困るんですよね。ところが、ある子は、一喝

して、大きな声で叱ってやればびっくりして出てくるとか。 

つまり、ケース・バイ・ケースで、個々によって対応が異なるんですね。だから、初期の段階、子

供が学校へ来にくくなった初期の段階で、専門家とともに担任の先生が訪問をし親とも相談しながら、

この子は怠けですよ、お母さんもっと頑張ってください、出させてくださいというのか、この子は病

気ですよ、もうちょっとの間ほかっておけば、時間がこの子を癒やしてくれますよ、というような専

門家の方がいていただけると非常に安心して対応できるということは、自分の経験からも痛切に思い

ますね。 

○職務代理者 

ありがとうございます。教師支援のためにも、臨床心理士の必要性ということと、教師の研修の重

要性というお話だったと思います。 

○教育長 

不登校対策には、ずっと新城市も最重要課題として取り組んできて、適応指導教室「あすなろ教

室」を去年からきちっと人の配置もして対応してきた。相談員も４年前からやってきたということで、

その成果は如実にあらわれているんですよね。子供たちが本当に元気になって、社交性も出て、社会

性も出てきてということですので、ある面、人の手当をすることによって、子供たちだってずっと引
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きこもっていたいというんじゃなくて、差し伸べてくれる手を待っている、人と接したいという思い

が強いわけですので、そういう部分をもう少し整えていけたらなと思います。 

学校でも夕方登校、お昼登校としっかり対応していますし、家庭訪問等もやっているんですけれど

も、先ほど委員が言われたように、親御さんの苦しみというのも多々あるんですけれども、これにつ

いてはことしから臨床心理士を限られた時間ですけれども予算をとって設けたんです。それもすぐい

っぱいで、まだまだほんとにたくさんの需要があるというのが現実です。 

子供も親も苦しんでいるこの状況を、やっぱり何とかしていきたい。そのためにそういった専門的

な人をつけていくことが大事であるなと思います。スクールソーシャルワーカーや臨床心理士やカウ

ンセラー、どこの自治体でもそういう面で県の措置が非常に手薄なものですから、つけていっている

というのが現在の状況です。 

○教育委員 

新城市でそういうことをやっていただければ、私どもも気楽に話に行けますが、臨時的に県から来

ていらっしゃる方にはちょっと遠慮がありまして、お話をするにも遠慮してしまうというようなこと

がありますので、やはり問題を共有する意味でも正規の方がいていただければなと思います。 

○職務代理者 

皆さんの話をお聞きになって、市長さん、いかがでしょうか。 

○市長 

よくわかりました、はい。 

○職務代理者 

ありがとうございます。引きこもり対策の件、中学校卒業後の対応ですが、情報として、豊橋市は

ことしの予算で１０月開設予定になっています。こども若者総合相談支援センターを設置し、子供か

ら若者まで一体的に相談窓口を置いて継続的に取り組んでいくことをめざしてスタートするようです。

新城市でもできるといいなと思います。 

それでは、時間が迫ってきましたので、最後の話題にしたいと思います。 

英語教育の充実に向けて、お願いします。 

○教育委員 

それでは、（３）の資料をごらんください。４ページです。 

丸のところを読んでいきますのでお願いします。 

グローバル化の急速な進展が、社会のあらゆる分野に影響する現在やこれからの社会の在り方を考

えると、外国語、特に国際共通語としての英語によるコミュニケーション能力は、これまでのように

一部の業種や職種だけでなく、子供たちがどのような職業に就くとしても、生涯にわたる様々な場面

で必要とされることが想定され、今まで以上にこの能力の向上が課題となっている。 

次の丸です。 

次期学習指導要領（平成３０年度より先行実施、３２年度より全面実施）では、小学校中学年から

「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を通じて、外国語に慣れ親しみ、外国語学習への動

機付けを高めた上で、高学年から発達の段階に応じて段階的に文字を「読むこと」及び「書くこと」

を加えて、総合的・系統的に扱う教科学習を行う。現行では、中学年は英語活動なんですが、平成３

０年度先行実施から教科になると、ここが大きく変わるところです。 
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では、三角形のところですが、中学年の目標、相手意識を持って聞いたり話したりすることを中心

にしたコミュニケーション能力の素地を養う。年間３５単位時間、１週間に１時間ということです。 

高学年、目標、相手意識を持って聞いたり話したりすることに加えて、読んだり書いたりすること

についての態度の育成も含めたコミュニケーション能力の基礎を養う。年間７０単位時間、これ週で

いうと２時間です。ただ、この２時間のやり方については、１授業時間プラス１５分ないし１０分ぐ

らいの短い時間を組み合わせて１時間にするというような、そういうようなことも考えられておりま

すので、週２時間の授業時間をどういうふうに確保するかというのは、各学校の工夫するところにな

ります。 

学級担任が専門性を高め指導、併せて教科指導を行う教員を活用、ＡＬＴ等を一層積極的に活用と。 

次の丸です。 

移行期間中活用する新教材の開発。平成２８年度中に校内研修パックを全校に配布予定。平成２９

年度中に、３年生から６年生分テキスト等配布予定。平成３０年度に間に合うよう、指導用機器の配

置、市町村に対して。 

以上、これは文部科学省初等中等教育局の教科調査官、直山木綿子氏の新城市教職員会教育講演会、

ことしの１月１０日でしたけれども、そのときに配布された資料などから抜粋されております。 

それで、次の二重丸のところですけれども、ここからはお願いになるんですが、まず新城市ＡＬＴ

配置時間の増加を。平成２９年度、今年度ですけれども、先ほども言いましたが、３・４年生は授業

ではなくて、これは英語活動ですのでゼロ、５・６年生は３５時間、年間ですね。だから、ＡＬＴの

配置時間は年間４時間と１４時間です。それから、学級数が３３ずつあるので総配置時間が１３２と

４６２で、予算額そこに書いてあるとおりです。 

それで、平成３０年度、来年度新学習指導要領移行期間の措置としては、今新城市教育委員会で考

えているのは、３・４年生は３５時間全て実施するのではなくて、１５時間、５・６年生は７０時間

全て実施するんじゃなくて、５０時間、移行措置ということで。これくらいの授業はやりたいという

ふうに考えておったときに、先ほどの中学年・高学年の目標の下に書いてありますように、いずれも

ＡＬＴ等を一層積極的に活用した授業をやりなさいと、つまりネイティブの言葉を子供たちに直接聞

かせたり、あるいは子供たちとのコミュニケーションによって英語能力を高めると、そういうような

重要性を指摘しておりますので、ぜひここのところでＡＬＴの配置時間を今現在よりもふやしていき

たいなと考えております。それが１点です。 

それから、二つ目はＩＴ関係の教室環境整備の充実ということで、いろいろな教材・教具があるわ

けですけれども、特に英語の苦手な先生方にとっては、こういうような教具を使って教えることが指

導の援助になりますので、そこには大型液晶テレビだとか無線ＬＡＮの教室配備と書いてありますけ

れども、機器を使いながら英語活動を進めていきたいと。 

要するにＡＬＴ配置時間の増加とＩＴ関係の教室環境整備の充実というお願いをしたいと、こうい

うことです。 

○職務代理者 

ありがとうございました。確認ですけど、ＩＴ関係の教室環境整備について、１月の総合会議の折

にも話題にして、それで急いで補正でやらなくてはという話だったんですが、その後どんな状況にな

っているでしょうか。 
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○市長 

テレビは９月補正でつけました。 

○職務代理者 

そうですか。じゃあ、これはいいですね。 

○市長 

ＬＡＮも来年度に向けて順次やりますが、庁内手続上、９月補正では出していませんが、テレビは

９月補正で出します。 

○職務代理者 

はい、ありがとうございます。学習効果を高めるためにも、ぜひ必要ですので、よろしくお願いし

ます。 

ＡＬＴは、３０年度、来年度の移行措置期間のところで定められた授業時間のところ、３・４年生

で１５時間、５・６年生で５０時間という想定をしたということですね。 

○教育委員 

教育委員会にお伺いしたら、来年度はこれくらいをやってもらいたいということでした。 

○職務代理者 

ということですね。その見込みでＡＬＴの配置時間を考えたということですね。 

何か御意見ありましたらお願いします。 

○教育長 

学校現場の声としては、自治体によってはＡＬＴを１００％つけたところもあるんだけれども、そ

れでは教師の指導性が発揮できないと、教育的効果もどうであろうかということで、現場の声として

は、上限５０％、そのぐらいのＡＬＴを確保したいということであります。 

○市長 

このＡＬＴっていうのはどういう人が来ているのですか。 

○教育長 

今うちでいうと、クイーンズ。長年ずっと新城市教育委員会が世話になってきていることから派遣

されているということです。 

○教育委員 

ニューキャッスルのシティに掛け合ってもいいじゃないですか。そういうとこから派遣するとか。 

○市長 

だから今度、９月から１年間。 

○企画部長 

９月１日から、ジュネーブ大をこの７月に卒業したマリー・サンドラさんという２１歳の女性が、

１年間新城市のアライアンス準備室におりますので、もう既に各校長先生には「いつでも行きますか

ら使ってください」というお願いはしてありますので、ぜひ活用してください。母国語はフランス語

なんですけれども、恐らくドイツ語も英語もいけると思いますので。日本語は、片言ぐらいというふ

うに聞いています。 

１年間みえて、その次も違う方が交代でもう１年また来ますので、ぜひ各学校で呼んでいただけれ

ばと思います。 
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○教育長 

きのうも、つくで交流館でイングリッシュチャレンジということで、小学校５・６年生を集めて、

オールイングリッシュでやったわけです。結構楽しく、料理をつくりながらやっておりました。 

新城市の教員が、先だってベルギーに２人行ってきたわけですけれども、ベルギーが何とフランス

語とドイツ語とオランダ語、この３カ国が公用語で、行った先では英語でコミュニケーションをして

いたという、こういう現実見るとなかなか日本の英語力が向上しないのもわかるなと。もう向こうの

現地の人はそれにプラス日本語でやっているというようなことでしたので、いろんな文化、異言語に

触れる機会というのをもっとふやしていかないと、日本人の外国語能力はつかんなということを、そ

の御土産話を聞いて痛切に思いました。 

ニューキャッスルのほうの関係で、いろんな交流ができるといいですね、文化交流が。 

○職務代理者 

今のジュネーブの方の話は、アライアンスが活かされていていいですね。 

○市長 

そうです。そのために招聘しました。 

職員並みに使ってください。 

○企画部長 

フルタイムでいますので。 

○職務代理者 

１週間ぐらい、どこかの中学校へ。 

○企画部長 

スケジュールさえ合えば。 

○市長 

多分、最初はやることがなくて暇をもてあますから、最初に学校に行っては。 

○教育長 

オール小中学校、訪問すればいいじゃないですか。 

○職務代理者 

では、英語教育のこと、ほかにないですか。よろしいですかね。 

ＡＬＴの配置時間というところでいうと、この１５時間、５０時間の５０％をめどに要望できたら

ということです。 

○教育長 

あとは、低学年においても、１年生、２年生、文科省では決められてないんですけども、英語活動

をやっていきたいと、現実やっている学校も大変多いので、そういったところへの配慮もしていくと

いうことになると思います。 

○職務代理者 

いずれにしても、予算が必要な話ばかりしているものですから、ちょっと心苦しい感じがあります。 

それでは、以上４点、いずれも教育予算がかかるということで、厳しい財政の中ではありますが、

教育への投資は未来への投資と考えられますので、住みよいまちづくりのためにも、次の第２次総合

計画にぜひ子育て支援や教育環境の充実を柱の一つに加えていただければと思います。 
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○教育委員 

一点いいですか。 

○職務代理者 

はい、どうぞ。 

○教育委員 

先ほど委員からもあったんですが、小中学生の放課後の過ごし方と、不登校・引きこもりの対策の

ことについて、予算もかかわるものですから、第２次総合計画の中に入れ込んでいきたいなと考えて

おりますけれども、そういう形で提案していってよろしいですか。 

○市長 

それは、審議会の中で話はできると思います。 

○教育委員 

そうですか、はい。ありがとうございます。 

○教育委員 

頑張っていただきたいと思います。 

○職務代理者 

市長さんにもぜひ頑張っていただいて。それでは、ここまでで市長さんのお考えをいただきたいと

思います。 

○市長 

きょうはありがとうございました。きょう出された課題は、今の新城市の学校現場、あるいは、地

域が抱える喫緊の課題ばかりで、また教育委員の皆さんのレポートをお聞きしながら、改めて勉強さ

せていただきましたし、非常に深い、奥深いものがあることも感じ、また教育予算のあり方について

も、るる考えさせられるところがありました。ほんとにありがとうございます。 

これからの新城市にとりまして、この教育環境の整備は、産業活動の環境の整備とあわせまして、

あるいは高齢者等福祉の整備とあわせて、大きな柱になると思っていますので、きょう出されたこと

を今後の第２次総合計画等にも何らかの形で生かせればと思って聞かせてもらいました。 

あと、既に放課後児童クラブのあり方については、こども未来課とももう少し情報交換の場をもっ

ていただければと思いますし、私のほうからは、これはかなり大きな意味合いを持つので、さっき言

われた付加価値ですよね、何か、これだけの子供が集まってエネルギーを発散させているんだから、

それを発電にかえれば電気代が浮くぐらいのそういうエネルギーがあるんだから、これはちょっと何

か考えてみようじゃないかという話をしました。 

いずれにしても、きょうはほんとにいい会合をしていただきましてありがとうございました。 

○職務代理者 

では、そのほかで何かありましたら。よろしいですか。 

では、ないようですので、本日は貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。 

最後に、次回の総合教育会議ですが、１１月２７日月曜日、午後１時半から予定されていますので、

皆様の御予定をお願いいたします。 

以上をもちまして、平成２９年度第１回総合教育会議を終了させていただきます。本日はまことに
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ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時２５分 

 


